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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】画像を観察者に対して表示させる情報処理装置
において、フレームレートの低下と、カメラ（撮像装置
）の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推定精
度の低下とに起因する不具合を低減させる。
【解決手段】情報処理装置１０００は、撮像装置から画
像を取得する取得手段１０１０と、フレームレートより
も撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方
の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、推定精
度よりもフレームレートを優先するフレームレート優先
モードと、のいずれかを選択する選択手段１０４０と、
選択手段で選択されたモードに基づき、画像の特徴から
撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方を
推定する推定手段１０５０と、推定された撮像装置の位
置または姿勢の少なくともいずれか一方に基づく画像を
表示手段２００に表示させる制御手段１０６０と、を有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置から画像を取得する取得手段と、
　フレームレートよりも前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推定
精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精度よりもフレームレートを優先する
フレームレート優先モードと、のいずれかを選択する選択手段と、
　前記選択手段で選択されたモードに基づき、前記画像の特徴から前記撮像装置の位置ま
たは姿勢の少なくともいずれか一方を推定する推定手段と、
　前記推定された前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方に基づく画像
を表示手段に表示させる制御手段と、を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記推定精度の優先モードにおける前記推定手段による推定は、フレームレート優先モ
ードよりも、前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推定に時間がか
かることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記推定精度の優先モードにおける前記推定手段による推定は、フレームレート優先モ
ードよりも、前記画像の特徴をより多く用いることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の変化量に
基づき、フレームレートよりも前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方
の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精度よりもフレームレートを優
先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択することを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記選択手段は、ジャイロの計測値に基づき、前記撮像装置の位置または姿勢の少なく
ともいずれか一方の変化量に基づき、フレームレートよりも前記撮像装置の位置または姿
勢の少なくともいずれか一方の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精
度よりもフレームレートを優先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記選択手段は、音声の情報に基づき、前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともい
ずれか一方の変化量に基づき、フレームレートよりも前記撮像装置の位置または姿勢の少
なくともいずれか一方の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精度より
もフレームレートを優先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択することを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記選択手段は、ジェスチャーの情報に基づき、前記撮像装置の位置または姿勢の少な
くともいずれか一方の変化量に基づき、フレームレートよりも前記撮像装置の位置または
姿勢の少なくともいずれか一方の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定
精度よりもフレームレートを優先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択す
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記選択手段でフレームレート優先モードが選択された場合、フレー
ムレートの上限値を、前記撮像装置または前記表示手段の更新レートに設定することを特
徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記選択手段は、ＣＰＵの負荷の情報に基づき、前記撮像装置の位置または姿勢の少な
くともいずれか一方の変化量に基づき、フレームレートよりも前記撮像装置の位置または
姿勢の少なくともいずれか一方の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定
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精度よりもフレームレートを優先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択す
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記画像から検出したオプティカルフローまたはモーションブラーに
基づき、前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の変化量に基づき、フ
レームレートよりも前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推定精度
を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精度よりもフレームレートを優先するフレ
ームレート優先モードと、のいずれかを選択することを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記推定精度の優先モードと前記フレームレート優先モードとでは、前記推定手段にお
いて処理される前記画像の特徴の数が異なることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれ
か１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記推定精度の優先モードと前記フレームレート優先モードとでは、前記推定手段にお
いて用いられるエッジ強調またはノイズリダクションの画像処理パラメーターが異なるこ
とを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記選択手段は、ユーザーによるユーザーインターフェースへの選択の入力に基づき、
フレームレートよりも前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推定精
度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精度よりもフレームレートを優先するフ
レームレート優先モードと、のいずれかを選択することを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記選択手段は、前記撮像装置よりも更新レートの速いセンサーを利用して取得された
前記画像の中のユーザーの動きに基づき、フレームレートよりも前記撮像装置の位置また
は姿勢の少なくともいずれか一方の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推
定精度よりもフレームレートを優先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択
することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現実世界と仮想世界とをリアルタイムに融合させる技術として、複合現実感（ＭＲ：Ｍ
ｉｘｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）技術や拡張現実感（ＡＲ：Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉ
ｔｙ）技術が知られている。これらの技術は、現実空間とコンピュータによって作られる
仮想空間を繋ぎ目なく融合する技術である。これらは、組み立て作業時に作業手順や配線
の様子を重畳表示する組み立て支援、患者の体表面に体内の様子を重畳表示する手術支援
等、様々な分野への応用が期待される。
【０００３】
　ＭＲ技術を実現する上で解決しなければならない大きな問題の一つとして、位置合わせ
の問題がある。仮想物体が現実空間に実在するように利用者が感じるためには、仮想物体
と現実空間との間の幾何学的な整合性が取れている必要がある。即ち、仮想物体は現実空
間中に存在するべき位置に存在しているように常に利用者から観察されなければならない
。
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【０００４】
　また、観察者が、仮想物体を現実空間に実在するように感じるための装置の一つとして
、ビデオシースルー型の情報処理装置がある。これは、ビデオカメラで現実世界を撮影し
、その画像に、仮想物体を重畳した合成画像を、リアルタイムにディスプレイ等の表示手
段に表示させ、観察者に提示する装置である。一般にこのような情報処理装置としては、
背面にビデオカメラを有するタブレット端末と呼ばれる携帯型情報端末や、頭部搭載型の
ビデオシースルー型ＨＭＤ（Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などが用いら
れる。
【０００５】
　ビデオシースルー型ＨＭＤを利用するＭＲでは、ＨＭＤに内蔵されているカメラから画
像が入力される毎に、画像撮影時のカメラの現実空間における位置姿勢を計測する。そし
てこのカメラの位置姿勢と、焦点距離などのカメラの固有パラメーターとに基づいてＣＧ
を描画し、係るＣＧを現実空間の画像上に重畳するという処理が一般的に行われる。その
ため、ビデオシースルー型ＨＭＤを利用するＭＲの場合、位置合わせの問題は、ＨＭＤに
内蔵したカメラの現実空間における位置姿勢を計測する問題となる。
【０００６】
　カメラの位置姿勢の計測は、例えば磁気センサーや超音波センサー、光学式センサーな
ど６自由度の物理センサーによって、計測することが可能である。一方で、ビデオシース
ルー型ＨＭＤを利用する場合には、ビデオシースルー型ＨＭＤに内蔵されているカメラか
らの画像情報を位置合わせのために利用することが可能である。画像情報を利用する位置
合わせ方法は、物理センサーを利用する方法に比べて手軽且つ低コストであるため、広く
利用されている。画像情報を利用する位置合わせ手法では、現実空間中における３次元位
置が既知の指標をカメラで撮影し、指標の撮影画像上での位置と３次元位置との対応を基
にカメラの位置姿勢を推定することが行われている。既知の指標としては、現実空間中に
人為的に配置した指標などがある。例としては、四角形マーカー、円形マーカー、点マー
カーなどが挙げられる。特許文献１では、点マーカーと四角形マーカーの配置情報を高精
度に画像から推定している。
【０００７】
　また、カメラの位置姿勢の計測として、既知の指標を用いずに撮影画像上で輝度勾配の
あるエッジや角点など自然特徴を検出し、それらを基にカメラの位置姿勢を推定すること
が行われている。第一の手法では、自然特徴として特徴点を画像から検出する。カメラを
移動させ、初期画像で検出した特徴点から２次元的に特徴点を追跡し、初期画像と現画像
の２つの画像間で特徴点周りの８×８の画素パッチを対応付ける。画像座標の対応点から
、２つの画像を撮影したカメラの相対的な位置姿勢と対応付けた特徴点群の３次元情報で
ある位置を推定する。ここで、特徴点群の３次元情報である位置と、その周辺の画像パッ
チを合わせてマップと呼んでいる。さらに、初めの２つの画像から算出されるマップを初
期マップと呼ぶ。算出したマップ（ここでは３次元の位置情報を持つ特徴点群）を、現在
のカメラの位置姿勢に基づいて画像面に投影し、検出した特徴点と、投影された特徴点の
誤差を最小化するように、カメラの位置姿勢を更新する。カメラの位置姿勢が推定されて
おり、特徴点を十分推定しているときに、キーフレームと呼ばれる画像を動画像から取得
する。各キーフレームで検出された特徴点を、エピポーラ線上を探索して対応付けを行う
。各キーフレームのカメラ位置姿勢と、特徴点群の３次元位置を、各キーフレーム上での
投影誤差が最小化されるようにバンドル調整を行い非線形最適化計算によって、マップを
高精度に算出する。
【０００８】
　第二の手法では、自然特徴として画像全体から輝度勾配のある点群を密に検出する。初
期マップの生成は上記の手法と第一の手法を利用している。初期マップの生成後、マップ
の点を現画像に投影した時、マップの点のキーフレーム上の輝度値と現フレーム上の輝度
値が一致するように位置姿勢を更新する。また、前キーフレームと位置が閾値以上離れた
場合に次のキーフレームを追加する。近傍のキーフレームのマップの点を、追加したキー
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フレームでエピポーラ探索し、対応付けを行い、２つのキーフレーム間の相対位置姿勢と
対応情報に基づいてマップの点の現キーフレームにおける奥行情報を推定する。第二の手
法では、キーフレームの画像情報とキーフレーム上で輝度勾配のある点の奥行情報とキー
フレームの位置姿勢を合わせて、マップと呼んでいる。ここで、キーフレームを逐次追加
していくと誤差が蓄積してくため、マップの最適化を行うことで、マップ全体の整合がと
れるようにしている。
【０００９】
　第一の手法や第二の手法は、ＳＬＡＭ（Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　Ｌｏｃａｌｉｚａ
ｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍａｐｐｉｎｇ）と呼ばれる技術である。カメラの自己位置姿勢を推
定するＬｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎと、特徴点の位置を推定するＭａｐｐｉｎｇとを同時に
行う手法である。
【００１０】
　なお、本件におけるリアルタイム処理とは、カメラのフレームレートで取得された画像
に対して処理を行い、ＨＭＤなどのディスプレイの更新レートに間に合うように描画する
ことを指す。一般的には６０ｆｐｓ～１２０ｆｐｓで動作する処理をリアルタイム処理と
呼ぶ。
【００１１】
　第三の手法では、ＥＫＦ（拡張カルマンフィルター）と呼ばれるフィルターを利用し、
予測に基づいて位置姿勢を推定している。ＥＫＦのように予測結果を素早く出力すること
でリアルタイム処理を行うようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第４５３２９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　現実環境中を歩き回るためには、特許文献１に記載されるような自然特徴を利用する場
合、動いた先で自然特徴を検出する必要があるため、どの位置や角度からでも検出できる
ように多数の自然特徴点が存在する環境である必要がある。多数の自然特徴を検出すると
画像処理に時間がかかるのでフレームレートが低下してしまう。
【００１４】
　第一の手法のように画像中で検出した角点の周辺のパッチ情報を自然特徴として扱う方
法を利用する場合でも、環境によっては、非常に多くの自然特徴を検出すると、処理に時
間がかかる。そのため、フレームレートが低下してしまう。
【００１５】
　第二の手法のように、輝度勾配が検出可能な点を密に利用する手法では、第一の手法の
ように自然特徴として角点を検出する手法と比べて、特徴を多く利用できる点で、第一の
手法よりも多くの環境に適用可能である。しかし、細かい模様が多数存在するような環境
によっては、処理に時間がかかり、フレームレートが低下してしまう。
【００１６】
　安定してカメラの位置や姿勢を推定するためには、広範囲から指標や自然特徴を検出す
るのが好ましいので、推定に使用されるカメラの画角を広画角にする場合がある。しかし
、多数配置された指標や、細かい模様や物体がある環境の場合に、広画角のカメラで撮影
すると、多数の指標や自然特徴を検出するため、処理に時間がかかり、フレームレートが
低下してしまう。
【００１７】
　また、高精度に推定するために高解像度画像から自然特徴を検出する場合、低解像度画
像と比べ処理負荷が増加するため、処理時間がかかり、リアルタイム処理ができなくなる
ことがある。
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【００１８】
　リアルタイム処理を行うためにＥＫＦを利用する場合、予測結果を活用するため一般的
に精度が低下する。また、リアルタイム処理を行うために低解像度画像を利用することや
、扱う特徴点数を減らした場合、高解像度画像や多くの特徴点数を扱う場合と比べてカメ
ラの位置姿勢の推定精度は低下する。
【００１９】
　上記課題を鑑みて、本発明は、画像を観察者に対して表示させる装置において、フレー
ムレートの低下と、カメラ（撮像装置）の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推
定精度の低下とに起因する不具合を低減させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記の目的を達成するために、本願発明の情報処理装置は、撮像装置から画像を取得す
る取得手段と、フレームレートよりも前記撮像装置の位置または姿勢の少なくともいずれ
か一方の推定精度を優先する推定精度の優先モードと、前記推定精度よりもフレームレー
トを優先するフレームレート優先モードと、のいずれかを選択する選択手段と、前記選択
手段で選択されたモードに基づき、前記画像の特徴から前記撮像装置の位置または姿勢の
少なくともいずれか一方を推定する推定手段と、前記推定された前記撮像装置の位置また
は姿勢の少なくともいずれか一方に基づく画像を表示手段に表示させる制御手段と、を有
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、画像を観察者に対して表示させる装置において、フレームレートの低
下と、カメラ（撮像装置）の位置または姿勢の少なくともいずれか一方の推定精度の低下
とに起因する不具合を低減させることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１の実施形態に係る情報処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る情報処理装置１０００の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図３】第１の実施形態におけるハードウェア構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　（第１の実施形態）
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
【００２４】
　本実施形態においては、ユーザーがヘッドマウントディスプレイ（以下、ＨＭＤ）を装
着し、ＣＧを観察する場合を想定している。撮像装置の位置または姿勢（以下、位置姿勢
という）を、撮像装置またはディスプレイの更新レートに間に合うように推定し、推定さ
れた位置姿勢に基づいてＣＧを描画する。そして、ＣＧと撮像装置で撮像された画像とが
合成された合成画像をユーザーの装着するＨＭＤに表示させる。本願明細書において、位
置姿勢とは位置を表す３個のパラメーターと、その姿勢（向き）を表す３個のパラメータ
ーとを合わせた６個のパラメーターのセットをいう。
【００２５】
　第１の実施形態に係る情報処理装置は、その撮像装置の位置姿勢推定を行う手法におい
て、撮像装置で撮影された画像から特徴点をそれぞれ検出する。そして、特徴点に基づい
て撮像装置の位置姿勢を推定する。ユーザーに快適な複合現実感を提供するため、ユーザ
ーが速く動く場合には、フレームレート優先モードに切り替えユーザーの動きに追従する
ことを優先する。一方、ユーザーは少ない動きの中で現実物体と仮想物体の重なり具合を
じっくり観察する場合、推定精度の優先モードに切り替える。
【００２６】
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　図５は、本実施形態における情報装置１０００のハードウェア構成図である。同図にお
いて、ＣＰＵ４００１は、バス４０１０を介して接続する各デバイスを統括的に制御する
。ＣＰＵ４００１は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）４００３に記憶された処理ステップ
やプログラムを読み出して実行する。オペレーティングシステム（ＯＳ）をはじめ、本実
施形態に係る各処理プログラム、デバイスドライバ等はＲＯＭ４００３に記憶されており
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）４００２に一時記憶され、ＣＰＵ４００１によって
適宜実行される。また、入力Ｉ／Ｆとしてキーボード４００４やマウス４００５は、外部
の装置（表示装置や操作装置など）から情報処理装置１０００で処理可能な形式で入力信
号として入力する。また、出力Ｉ／Ｆ４００９は、外部の装置（表示装置）へ表示装置が
処理可能な形式で出力信号として出力する。
【００２７】
　図１は、本実施形態に係る情報処理装置１０００の構成図である。
【００２８】
　情報処理装置１０００は、画像取得部１０１０、特徴検出部１０２０、モード切り替え
情報入力部１０３０、モード切り替え部１０４０、位置姿勢推定部１０５０、ＣＧデータ
描画部１０６０によって構成される。
【００２９】
　情報処理装置１０００は、撮像装置１００とディスプレイ２００に接続されている。本
実施形態では撮像装置およびディスプレイ２００に有線または無線で接続されている。
【００３０】
　撮像装置１００は、ユーザーの頭部に装着されるＨＭＤに内蔵または外部に装着されて
いる。例えば、動画をフレーム画像として連続的に撮影するビデオカメラやデジタルカメ
ラが用いられる。
【００３１】
　ディスプレイ２００は、ＨＭＤ（ヘッドマウントディスプレイ）であり、ＣＧデータ描
画部１０６０で描画されたＣＧデータを表示する。ディスプレイ２００は、液晶ディスプ
レイであっても有機ＥＬディスプレイであってもよく、ＣＧと合成された画像を表示でき
るものであればどのような形態であってもかまわない。
【００３２】
　画像取得部１０１０は、撮像装置１００によって撮影された画像を連続的に取得する。
画像取得部１０１０は、撮像装置の出力がＵＳＢやＩＥＥＥ１３９４などのデジタル出力
であれば、例えば、ＵＳＢインターフェースボードや、ＩＥＥＥ１３９４インターフェー
スボードによって実現される。撮像装置の出力がＮＴＳＣなどのアナログ出力であればア
ナログビデオキャプチャボードによって実現される。また、予め記憶装置に記憶してある
静止画像や動画像のデジタルデータを読み出してもよい。取得された画像は、特徴検出部
１０２０に入力される。
【００３３】
　特徴検出部１０２０は、画像取得部１０１０が連続的に取得する画像それぞれから特徴
を検出する。詳しい処理は後述するが、本実施形態では特徴として、輝度勾配を有する特
徴点を検出する。ここで、特徴検出部１０２０は、所定の特徴数を上限として検出するか
、または、所定の特徴数Ｌを上限として、利用する特徴を位置姿勢推定部１０５０に出力
する。
【００３４】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、ジャイロ５００の計測値である加速度または角
速度をモード切り替え情報として入力され、モード切り替え情報をモード切り替え部１０
４０へ出力する。
【００３５】
　モード切り替え部１０４０は、モード切り替え情報入力部１０３０から入力されたモー
ド切り替え情報に基づき、撮像部の位置姿勢を推定するモードとして、フレームレート優
先モードか推定精度の優先モードかを切り替える。モード切り替え部１０４０は、切り替
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えたモードを位置推定部１０５０へ出力する。モードの切り替え方法の詳細は後述する。
【００３６】
　位置姿勢推定部１０５０は、特徴検出部１０２０から入力された特徴とマップ４００に
基づいて撮像装置の位置姿勢を推定（位置姿勢導出）する。推定方法は後述する。推定し
た撮像装置の位置姿勢をＣＧ描画部１０６０に出力する。また、生成したマップをマップ
４００に出力してマップを更新する。
【００３７】
　ＣＧデータ保持部３００は、描画するＣＧデータを保持している。ＣＧデータの形式は
ＣＧ画像としてレンダリングできるものであれば何でもよく形式は問わない。
【００３８】
　ＣＧデータ描画部１０６０は、ＣＧデータ保持部３００から描画するべきＣＧデータを
取得し、位置姿勢推定部１０５０によって出力された撮像装置の位置姿勢を仮想カメラの
位置姿勢としてセットし、ＣＧデータを描画する。撮像装置１００で取得した画像の上に
ＣＧデータを合成して描画し合成画像をユーザーに提示することで、複合現実感（Ｍｉｘ
ｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）を実現することができる。また、ＣＧデータのみを描画する場合
には、仮想現実感（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ）を実現することができる。
【００３９】
　そして、合成画像をディスプレイ２００に出力（表示制御）する。
【００４０】
　これらの各機能部は、ＣＰＵ４００１が、ＲＯＭ４００３に格納されたプログラムをＲ
ＡＭ４００２に展開し、後述する各フローチャートに従った処理を実行することで実現さ
れている。また例えば、ＣＰＵ４００１を用いたソフトウェア処理の代替としてハードウ
ェアを構成する場合には、ここで説明する各機能部の処理に対応させた演算部や回路を構
成すればよい。
【００４１】
　本実施形態では、撮像装置の位置姿勢を定義するための座標系（ここでは、環境中の一
点を原点として定義し、互いに直交する３軸を夫々Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸として定義した座標
系）を世界座標系と呼ぶ。位置が既知の環境中の複数の特徴を基準にして世界座標系を定
義してもよい。または、撮像装置が最初に撮像した際の位置及び姿勢を基準として世界座
標系を定義してもよいし、環境中に配置された夫々の指標を構成する各頂点の位置が既知
であってもよい。位置が既知の特徴や指標に基づいてスケールを決定してもよい。または
複数地点で撮像した際の既知の撮像位置に基づいて世界座標系のスケールを決定してもよ
い。
【００４２】
　また、本発明においては、撮像装置の歪み補正係数や焦点距離や主点位置などのカメラ
内部パラメーターは、公知の手法により校正済みとする。
【００４３】
　次に、第１の実施形態に係る情報処理装置１０００の処理手順について説明する。図２
は、第１の実施形態に係る情報処理装置１０００の処理手順を示すフローチャートである
。
【００４４】
　ステップＳ２０１０において、画像取得部１０１０は、撮像装置１００で撮影した画像
を取得する。
【００４５】
　ステップＳ２０２０において、モード切り替え情報入力部１０３０は、ジャイロ５００
の計測値である加速度Ａｔまたは角速度ωｔを取得する。
【００４６】
　また、１フレーム前の画像を取得した時刻のフレーム番号をｔ－１とし、フレームｔに
おける速度をＶｔとすると、式（１）のようにあらわせる。
【００４７】
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【数１】

【００４８】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、速度Ｖｔまたは角速度ωｔをモード切り替え情
報として出力する。ステップＳ２０３０において、モード切り替え情報である速度Ｖｔが
閾値ＶＴｈよりも大きいまたは角速度ωｔがωＴｈよりも大きい場合、ユーザーは速く動
いているため、モードはフレームレート優先モードであると判定する。一方のその逆の場
合には、ユーザーはゆっくり動いているため、推定精度の優先モードであると判定する。
【００４９】
　ステップＳ２０４０において、ステップＳ２０３０で判定したモードに切り替え、判定
したモードを位置姿勢推定部１０５０にセットする。
【００５０】
　ステップＳ２０５０において、特徴検出部１０２０が、ステップＳ２０１０で取得され
た画像に対して特徴検出を行う。特徴検出とは、特徴点の画像内の画像座標を検出するこ
とをいう。ここで画像から特徴点を検出する処理について述べる。近傍の画素間で輝度勾
配が閾値以上の点を特徴点とする。輝度勾配は、画像上で隣り合う画素の濃度の変化量で
あり、閾値以上に変化する点を特徴点とする。輝度勾配の検出は、例えばＳｏｂｅｌオペ
レータ，Ｐｒｅｗｉｔｔオペレータなどの公知のエッジ検出オペレータにより行う。各画
素について、エッジ検出オペレータを画像の水平方向、垂直方向について適用する。そし
て、その出力値をもとに、エッジ強度を算出する。エッジ検出オペレータの水平方向の出
力値がｆｘ、垂直方向の出力値がｆｙである場合、該画素におけるエッジ強度Ｉは式（２
）のように算出される。
【００５１】

【数２】

【００５２】
　ステップＳ２０６０において、位置姿勢推定部１０５０が、特徴に対応するマップ４０
０を取得する。本実施形態では、特徴に対応するマップ４００は、複数の画像からそれぞ
れ検出された特徴点の奥行き値が、その画像を撮影した時の撮像装置の位置姿勢と対応づ
けられて保持される。特徴点の奥行き値は、例えば、画像上の座標の対応付けを行うこと
で推定することができる。例えば、ＫＬＴと呼ばれる特徴追跡手法によって時系列に位置
を変えて撮影された画像から特徴点を追跡し、複数の画像間の特徴点の対応付けを行う。
求められた複数の画像間における特徴点の対応からＥ行列（基礎行列）と呼ばれる変換行
列を推定し、Ｅ行列から撮像装置の位置姿勢を求め、複数画像間の相対位置姿勢に基づい
てステレオ法により特徴点の位置または奥行きの３次元情報を推定する。マップ４００と
して推定される特徴点の奥行き値は、世界座標系における３次元的な位置であっても、各
撮像装置で撮影した位置からの奥行値であっても良い。また、本願明細書において、マッ
プを推定するために用いられた各画像をキーフレームと呼ぶ。
【００５３】
　また、それぞれが異なるテクスチャ特徴を有する特徴点（自然特徴点）を特徴としても
よい。この場合には、既知の情報として予め保持している各々の特徴のテンプレート画像



(10) JP 2020-52979 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

によるテンプレートマッチングを画像上に施すことにより、画像から特徴を検出する。ま
た、ＳＩＦＴ特徴のように識別子を有し、識別可能な特徴を用いてもよい。これに限らず
、空間中に固定される特徴であってそれを撮影した画像から検出可能なものであればどの
ような特徴であってもかまわない。
【００５４】
　ステップＳ２０７０において、位置姿勢推定部１０５０が、ステップＳ２０５０で検出
された特徴点と、ステップＳ２０６０で取得されたマップと、ステップＳ２０４０で切り
替えたモードに基づいて、撮像装置の位置姿勢を推定する。
【００５５】
　フレームレート優先モードの場合、撮像のフレームレートに合致するようにＥＫＦ（拡
張カルマンフィルター）などの予測を用いて撮像装置の位置姿勢を推定する。１フレーム
前に処理した時刻のフレームｔ－１から現在の画像が取得された時刻のフレームｔまでの
差であるΔｔ、及びｔ－１におけるＥＫＦの事後内部状態を用いて、ＥＫＦの時刻ｔにお
ける事前内部状態を求める。予測により撮像のフレームレートに合致するように撮像装置
の位置姿勢を推定するのであれば何れの公知の方法であってもよい。
【００５６】
　推定精度の優先モードの場合、フレームレート優先モードよりも長い時間をかけて高精
度に撮像装置の位置姿勢を推定する。フレームレート優先モードよりも長い時間をかけて
高精度に撮像装置の位置姿勢を推定する手法であれば、何れの公知の手法であってもよい
。マップに基づいて撮像装置位置姿勢を推定する手法は、検出した特徴から撮像装置位置
姿勢を推定する手法であれば何れの公知の手法であってよい。
【００５７】
　マップに基づいて撮像装置位置姿勢を推定する手法について説明する。ステップＳ２０
６０で取得するマップに含まれる特徴点をステップＳ２０１０で入力された画像に投影す
る。投影される特徴点は、例えば、時系列的に直近の画像を撮像した時の撮像装置の位置
姿勢に最も近い位置姿勢に対応づけられた特徴点を選択して投影すればよい。そして、投
影された特徴点の画像内の位置の周囲の輝度値に基づいて、投影された特徴点の位置にお
ける輝度値が一致するように撮像装置の位置姿勢を推定する。
【００５８】
　ここで、位置姿勢推定部１０５０が推定する撮像装置の位置姿勢は、複合現実感や仮想
現実感における仮想カメラの視点としてＣＧ描画に使われるため、ユーザーの動きに合わ
せてリアルタイム処理が求められる。そのため、初期のマップが生成された後、処理負荷
の高いマップ生成と、比較的処理負荷の軽い撮像装置位置姿勢推定は、並列に処理される
。位置姿勢推定部１０５０は、特徴とマップとに基づいて撮像装置位置姿勢を推定したら
、撮像装置位置姿勢推定結果をＣＧデータ描画部１０６０に出力する。
【００５９】
　ステップＳ２０８０では、ＣＧデータ保持部３００から描画するべきＣＧデータを取得
し、位置姿勢推定部１０５０によって出力された撮像装置位置姿勢を仮想カメラの位置姿
勢としてセットし、ＣＧデータを描画する。撮像装置１００で取得した画像の上にＣＧデ
ータを合成して描画し合成画像をユーザーに提示することで、複合現実感（Ｍｉｘｅｄ　
Ｒｅａｌｉｔｙ）を実現することができる。また、ＣＧデータのみを描画する場合には、
仮想現実感（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ）を実現することができる。
【００６０】
　ステップＳ２０９０で、処理を終了する場合には本フローを終了し、継続する場合には
、ステップＳ２０１０に処理を戻す。
【００６１】
　以上のように、ジャイロの計測値である加速度または角速度に応じて、撮像装置位置姿
勢推定するモードをフレームレート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モード
に応じた処理によって撮像装置の位置姿勢を推定する。これにより、ユーザーの速い動き
の場合にはフレームレートを低下させずに位置姿勢を推定することでユーザーの動きに素
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早く追従し、じっくり観察するようなユーザーのゆっくりした動きの場合には、高精度な
位置姿勢を出力することができる。すなわち、撮像装置の位置姿勢を推定する際に、ユー
ザーの動きに応じてフレームレートを優先するか高精度を優先するかを切り替えることで
、快適な複合現実感を提供することができる。
【００６２】
　（変形例）
　第１の実施形態では、フレームレート優先モードの場合、撮像のフレームレートに合致
するようにＥＫＦ（拡張カルマンフィルター）のような予測を用いて撮像装置の位置姿勢
を推定した。ここで、モード切り替え部１０４０は、フレームレート優先モードの場合、
所望のフレームレートをフレームレートの上限値として設定してもよい。本変形例では、
撮像装置の更新レートに基づいて設定する。
【００６３】
　位置姿勢推定部１０５０は、設定したフレームレートの上限値を超えないように処理で
きる場合には、扱う特徴点数を増加させることで情報量を向上させ、高精度化する。設定
したフレームレートの上限値を実現しつつ、余った処理時間を高精度化処理に割り当てる
。ここで、フレームレートの上限値は、撮像の更新レートに基づいて設定することに限る
ものではない。ユーザーがフレームレートの上限値を設定してもよいし、ディスプレイの
更新レートをフレームレートの上限値として設定してもよい。
【００６４】
　以上のように、フレームレートの上限値を設定することで、必要以上のフレームレート
で処理する必要がなくなり、設定したフレームレートに合致する中で最も時間をかけて精
度よく撮像装置の位置または姿勢を推定することができる。すなわち、撮像装置の位置姿
勢を推定する際に、フレームレートを優先しつつ、可能な範囲で高精度な処理を行うこと
で、快適な複合現実感を提供することができる。
【００６５】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、ジャイロの計測値である加速度または角速度に応じてフレームレ
ート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によって撮像装置
の位置姿勢を推定した。しかし、フレームレート優先モードと推定精度の優先モードを切
り替えるモード切り替え情報は、ジャイロの計測値である加速度または角速度に基づくも
のに限らない。
【００６６】
　本実施形態では、過去フレームにおける位置または姿勢の変化量をモード切り替え情報
として処理する。
【００６７】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、過去フレームにおける位置または姿勢の変化量
をモード切り替え情報として、モード切り替え部１０４０に入力する。ここで、１フレー
ム前に処理した時刻のフレームｔ－１と、２フレーム前に処理した時刻のフレームｔ－２
の間の位置の変化量Ｐｄｉｆｆまたは姿勢の変化量Ｒｄｉｆｆとする。ＰｄｉｆｆがＰＴ

ｈよりも大きい場合またはＲｄｉｆｆがＲＴｈよりも大きい場合、ユーザーは速く動いて
いるためフレームレートを向上させることで快適な複合現実感体験を提供する。そのため
モードはフレームレート優先モードであると判定する。一方、その逆の場合には、ユーザ
ーはじっくり観察しているため、推定精度の優先モードであると判定する。
【００６８】
　ここで、過去フレームにおける位置または姿勢の変化量であれば、フレームはｔ－１と
ｔ－２の間のみに固定されるものではないことはいうまでもない。また、変化量Ｐｄｉｆ

ｆまたは姿勢の変化量Ｒｄｉｆｆと、フレーム間の時間に基づいて、速度Ｖまたは角速度
ωを求めてもよい。速度Ｖまたは角速度ωを用いる場合、第１の実施形態と同様となる。
【００６９】
　以上のように、過去フレームにおけるカメラの位置または姿勢の変化量に応じて、フレ
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ームレート優先モードまたは推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によっ
て撮像装置の位置姿勢を推定する。すなわち、撮像装置の位置姿勢を推定する際に、ユー
ザーの動きに応じてフレームレートを優先するか高精度を優先するかを切り替えることで
、快適な複合現実感を提供することができる。
【００７０】
　（第３の実施形態）
　第２の実施形態では、過去フレームにおけるカメラの位置または姿勢の変化量に応じて
、フレームレート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によ
って撮像装置の位置姿勢を推定した。しかし、フレームレート優先モードと推定精度の優
先モードを切り替えるモード切り替え情報は、これに限るものではない。
【００７１】
　本実施形態では、ジェスチャーを認識することによってフレームレート優先モードと推
定精度の優先モードを判定する。
【００７２】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、識別可能なジェスチャーの認識結果をモード切
り替え部１０４０に入力する。
【００７３】
　モード切り替え部１０４０は、ＨＭＤを被った人の手をＨＭＤに搭載した撮像装置で撮
影した画像から識別し、撮像装置が撮影する画像において、左から右へ手をスワイプさせ
る場合、フレームレート優先モードに切り替える。また、モード切り替え部１０４０は、
撮像装置が撮影する画像において、右から左へ手をスワイプさせる場合、推定精度の優先
モードに切り替える。ここで、２つのモードを切り替えるために識別可能なジェスチャー
であれば、いずれのジェスチャーであってもよい。例えば、指を１本立てるジェスチャー
や指を２本立てるジェスチャーによって切り替えてもよい。
【００７４】
　以上のように、モード切り替え情報としてジェスチャーを利用し、ジェスチャーに応じ
て、フレームレート優先モードまたは推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処
理によって撮像装置の位置姿勢を推定する。すなわち、撮像装置の位置姿勢を推定する際
に、ユーザーの意図に応じてフレームレートを優先するか高精度を優先するかを切り替え
ることで、ユーザーの目的に合致した複合現実感を提供することができる。
【００７５】
　（第４の実施形態）
　第３の実施形態では、モード切り替え情報としてジェスチャーを利用し、ジェスチャー
に応じて、フレームレート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた
処理によって撮像装置の位置姿勢を推定した。しかし、フレームレート優先モードと推定
精度の優先モードを切り替えるモード切り替え情報は、これに限るものではない。
【００７６】
　本実施形態では、音声を認識することによってフレームレート優先モードと推定精度の
優先モードを判定する。
【００７７】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、識別可能な音声認識情報をモード切り替え部１
０４０に入力する。
【００７８】
　モード切り替え部１０４０は、利用者が「フレームレート優先モード」と発声した場合
、公知の音声認識技術により、フレームレート優先モードと判定する。また、モード切り
替え部１０４０は、利用者が「推定精度の優先モード」と発声した場合、公知の音声認識
技術により、推定精度の優先モードと判定する。２つのモードを切り替えるために識別可
能な音声認識情報であれば、いずれの音声であってもよい。
【００７９】
　以上のように、モード切り替え情報として音声認識情報を利用し、音声認識情報に応じ
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て、フレームレート優先モードまたは推定精度の優先モードを判定する。判定したモード
に応じた処理によって撮像装置の位置姿勢を推定することで、ユーザーの目的に合致した
複合現実感を提供することができる。
【００８０】
　（第５の実施形態）
　第４の実施形態では、モード切り替え情報として音声認識情報を利用し、音声認識情報
に応じて、フレームレート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた
処理によって撮像装置の位置姿勢を推定した。しかし、フレームレート優先モードと推定
精度の優先モードを切り替えるモード切り替え情報は、これに限るものではない。
【００８１】
　本実施形態では、ＣＰＵの負荷状況によってフレームレート優先モードと推定精度の優
先モードを判定する。
【００８２】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、ＣＰＵの負荷状況をモード切り替え部１０４０
に入力する。
【００８３】
　モード切り替え部１０４０は、Ｑｔが閾値ＱＴｈよりも大きい場合、フレームレート優
先モードに切り替える。一方で、Ｑｔが閾値ＱＴｈよりも小さい場合、ＣＰＵに余裕があ
るため、処理に時間をかけ、高精度に撮像装置の位置姿勢を推定する推定精度の優先モー
ドに切り替える。
【００８４】
　ここで、現在の画像が取得された時刻のフレームｔにおけるフレームＣＰＵの負荷状況
はＣＰＵ使用率Ｑｔで表す。Ｑｔが閾値ＱＴｈよりも大きい場合、ＣＰＵの負荷率が高い
ため、処理に時間がかかり、撮像の更新間隔に１フレームあたりの処理時間が間に合わな
くなる可能性が高くなる。
【００８５】
　以上のように、モード切り替え情報としてＣＰＵ負荷状況を利用し、ＣＰＵ負荷状況に
応じて、フレームレート優先モードまたは推定精度の優先モードを判定し、モードに応じ
た処理によって撮像装置の位置姿勢を推定する。こうすることで、快適な複合現実感を提
供することができる。
【００８６】
　（第６の実施形態）
　第１の実施形態では、フレームレート優先モードの場合、撮像のフレームレートに合致
するようにＥＫＦ（拡張カルマンフィルター）のような予測を用いて撮像装置の位置姿勢
を推定した。しかし、推定精度の優先モードよりもフレームレートを向上させるのであれ
ばこれに限らない。
【００８７】
　本実施形態では、推定精度の優先モードよりも処理する情報量を減らすことでフレーム
レートを向上させる。
【００８８】
　以下で、情報量を減らす手法について説明する。
【００８９】
　画像取得部１０１０が画像を取得する際に、画像の解像度を低下させる。
【００９０】
　特徴検出部１０２０に入力される画像の解像度が、推定精度の優先モードよりも低いた
め、処理する情報量が減ることで高解像度よりも高速に処理することができる。
【００９１】
　ここで、推定精度の優先モードよりも処理する情報量を減らすのであれば解像度低下さ
せる手法に限らない。例えば、特徴検出部１０２０が検出する特徴点数を減らしてもよい
し、キーフレームを扱う公知の技術の場合、マップ４００に保持されるキーフレームのう
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ち処理するキーフレーム数を減らすことで情報量を削減してもよい。
【００９２】
　また、特徴検出部１０２０が前処置として行う画像処理パラメーターを削減することで
情報量を削減してもよい。エッジ強調の画像処理パラメーターであるフィルタサイズを小
さくすることで情報量を削減する。エッジ強調のフィルタは、５×５や３ｘ３のフィルタ
が一般的である。また、特徴検出部１０２０が前処置として行う画像処理におけるノイズ
リダクションの画像処理パラメーターであるフィルタサイズを小さくすることで情報量を
削減してもよい。ノイズリダクションの処理としては平滑化フィルタやガウシアンフィル
タが用いられることが一般的である。
【００９３】
　以上のように、フレームレート優先モードでは、撮像装置の位置または姿勢を推定する
ための情報量を推定精度の優先モードよりも削減することで、所望のフレームレートに近
づけることができ、快適な複合現実感を提供することができる。
【００９４】
　（第７の実施形態）
　第１の実施形態では、ジャイロの計測値である加速度または角速度に応じてフレームレ
ート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によって撮像装置
の位置姿勢を推定した。しかし、フレームレート優先モードと推定精度の優先モードを切
り替えるモード切り替え情報は、ジャイロの計測値である加速度または角速度に基づくも
のに限らない。
【００９５】
　本実施形態では、オプティカルフローをモード切り替え情報として処理する。
【００９６】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、過去フレームからの特徴の画像上の変化量であ
るオプティカルフローをモード切り替え情報として、モード切り替え部１０４０に入力す
る。ここで、１フレーム前に処理した時刻のフレームｔ－１と、２フレーム前に処理した
時刻のフレームｔ－２の間の画像上での位置の変化量Ｘｉとする。ｉはオプティカルフロ
ーを求める特徴の識別子である。所定の数以上の特徴においてＸｉがＸＴｈよりも大きい
場合、ユーザーまたは撮影している物体は速く動いていると判定されるためフレームレー
トを向上させることで快適な複合現実感体験を提供する。そのためモードはフレームレー
ト優先モードであると判定する。一方、その逆の場合には、ユーザーはじっくり観察して
いるため、推定精度の優先モードであると判定する。
【００９７】
　ここで、画像上における特徴の位置の変化量であれば、フレームはｔ－１とｔ－２の間
のみに固定されるものではないことはいうまでもない。
【００９８】
　また、撮像装置が撮影した時刻におけるｔ内での画像上における特徴の位置の変化量と
して、モーションブラーをモード切り替え情報として扱ってもよい。モーションブラーは
、撮像装置が露光している最中に動いた場合に発生する。モーションブラーを検知する手
法は、いずれの公知の手法であってよい。所定の数以上の特徴において、モーションブラ
ーの量ＭｉがＭＴｈよりも大きい場合、ユーザーまたは撮影している物体は速く動いてい
ると判定されるためフレームレートを向上させることで快適な複合現実感体験を提供する
。そのためモードはフレームレート優先モードであると判定する。一方、その逆の場合に
は、ユーザーはじっくり観察しているため、推定精度の優先モードであると判定する。
【００９９】
　以上のように、オプティカルフローに応じて、フレームレート優先モードまたは推定精
度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によって撮像装置の位置姿勢を推定する。
すなわち、撮像装置の位置姿勢を推定する際に、ユーザーまたは物体の動きに応じてフレ
ームレートを優先するか高精度を優先するかを切り替えることで、快適な複合現実感を提
供することができる。
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　（第８の実施形態）
　第１の実施形態では、ジャイロの計測値である加速度または角速度に応じてフレームレ
ート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によって撮像装置
の位置姿勢を推定した。しかし、フレームレート優先モードと推定精度の優先モードを切
り替えるモード切り替え情報は、ジャイロの計測値である加速度または角速度に基づくも
のに限らない。
【０１０１】
　本実施形態では、ユーザーインターフェースでユーザーが入力した入力情報をモード切
り替え情報として処理する。
【０１０２】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、ユーザーインターフェースでユーザーが入力し
た入力情報をモード切り替え情報として、モード切り替え部１０４０に入力する。ここで
、ユーザーインターフェースとしては、ボタンでもよいし、チェックボックスでもよいし
、その他の公知のユーザーインターフェースであればいずれのユーザーインターフェース
であってもよい。
【０１０３】
　モード切り替え部１０４０は、ユーザーインターフェースによりフレームレート優先モ
ードが選択された場合、モードとしてフレームレート優先モードであると判定する。一方
、ユーザーインターフェースで推定精度の優先モードが選択された場合には、推定精度の
優先モードであると判定する。
【０１０４】
　以上のように、ユーザーインターフェースでユーザーが選択した入力情報に応じて、フ
レームレート優先モードまたは推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によ
って撮像装置の位置姿勢を推定する。すなわち、撮像装置の位置姿勢を推定する際に、ユ
ーザーの意図に応じてフレームレートを優先するか高精度を優先するかを切り替えること
で、快適な複合現実感を提供することができる。
【０１０５】
　（第９の実施形態）
　第１の実施形態では、ジャイロの計測値である加速度または角速度に応じてフレームレ
ート優先モードと推定精度の優先モードを判定し、モードに応じた処理によって撮像装置
の位置姿勢を推定した。ここで、ユーザーが動き出した際にフレームレートが低いとＨＭ
Ｄを装着したユーザーの動きに映像が追い付いてこられずＨＭＤを装着したまま動く際に
転倒や衝突などの危険性が向上する。
【０１０６】
　そこで、本実施形態では、ユーザーの動き出し時にジャイロの計測値である加速度また
は角速度に応じてフレームレート優先モードとして判定し、急激にフレームレートを向上
させるように処理する。
【０１０７】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、撮像装置１００が撮像した時刻のフレーム番号
ｔと概略同時刻に取得したジャイロ５００の計測値である加速度Ａｔまたは角速度ωｔを
取得する。撮像装置１００が露光する露光時間と画像を情報処理装置に転送する際にかか
る転送時間を加えた時間におけるフレーム番号をｔｄｅｌａｙとする。ジャイロ５００は
撮像装置の更新レートよりも速い更新レートで動作させ、ｔｄｅｌａｙにおけるジャイロ
５００の計測値である加速度Ａｔｄｅｌａｙまたは角速度ωｔｄｅｌａｙを取得する。
【０１０８】
　また、画像を取得した時刻のフレーム番号ｔｄｅｌａｙにおける速度をＶｔｄｅｌａｙ

とすると、式（３）のようにあらわせる。
【０１０９】
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【数３】

【０１１０】
　モード切り替え情報入力部１０３０は、速度Ｖｔｄｅｌａｙまたは角速度ωｔｄｅｌａ

ｙをモード切り替え情報として出力する。
【０１１１】
　ステップＳ２０３０において、モード切り替え情報である速度Ｖｔｄｅｌａｙが閾値Ｖ

Ｔｈ’よりも大きいまたは角速度ωｔｄｅｌａｙがωＴｈ’よりも大きい場合、ユーザー
は急激に動いているため、モードはフレームレート優先モードであると判定する。
【０１１２】
　ここで、ユーザーの動き出し時にジャイロの計測値である加速度または角速度に応じて
フレームレート優先モードとして判定したが、ユーザーの動き出し時の加速または角速度
が取得できるセンサーであればジャイロに限るものではない。センサーとして光学式のセ
ンサーであってもよいし、磁気式のセンサーであってもよい。
【０１１３】
　以上のように、撮像装置が撮像した同フレーム内でのユーザーの動きの変化量を、更新
レートの速いジャイロを利用して取得し、これをモード切り替え情報とする。これにより
ユーザーが急激に動いた場合にも、次のフレームまで待たずにフレームレート優先モード
に設定することができる。すなわち、撮像装置の位置姿勢を推定する際に、ユーザーの急
激な動きに応じてフレームレートを優先するように切り替えることで、安全かつ快適な複
合現実感を提供することができる。
【０１１４】
　（他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
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